
令和 4年度第 3回入札監視委員会 審議概要 

（工事及び測量・建設コンサルタント等業務） 

 

開催日・場所 令和 4年 11月 24日（木） ＪＲＡ本部 4階 401会議室 

委    員 

 

石塚 健一郎（弁護士）     加野 理代（弁護士） 

神山 貞雄（公認会計士）    城所 幸弘（大学教授） 

本間 正義（研究所教授）  

 

審議対象期間 令和 4年 7月 1日～令和 4年 9月 30日 

抽 出 案 件 総件数 110件 
（備考） 

 

一 般 競 争  2件 

指 名 競 争  92件 

随 意 契 約  5件 

測 量 ・ 建 設 

コンサルタント 
 11件 

委員からの 

意見・質問 

それに対する 

回答等 

意見・質問 説明・回答 

 

別紙のとおり 

 

 別紙のとおり 

委員会による 

意見の具申・ 

勧告の内容 

 

特になし 



【工事及び測量・建設コンサルタント等業務契約】

意見・質問 説明・回答

〔工事契約〕
○一般競争契約

【美浦トレーニング・センター厩舎改築（第3期）工
事】

・入札参加資格のある業者数は。 ・単体で参加可能な業者数は32社あった。

・総合評価において、ある業者は0点の項目があるがこ
の理由は。

・当該項目に関する具体的な提案の記載がなかったため
0点とした。

○指名競争契約

【函館競馬場調教スタンド他空調機更新工事】

・特になし

○随意契約

【福島阪神ビルディング7階レイアウト変更工事】

・随意契約の根拠となる賃貸借契約条項の記載内容は如
何に。

・諸造作、設備工事等に関する条項において、物件の現
状を変更を希望する場合は賃貸人の承諾を得ること、ま
たその場合において工事施工者は賃貸人が指定すること
が定められている。

〔測量・建築コンサルタント等業務契約〕

○指名競争契約

【栗東トレーニング・センター厩舎馬脚洗場給湯設備
更新工事設計等業務】

・業者選定の際にかなり範囲を広げているが、対象業者
が少なかったのか。

・そうである。規程に則って一定程度の業者を選定する
ため、対象条件を広げる必要があった。

令和4年度第3回入札監視委員会　審議概要



令和 4年度第 3回入札監視委員会 審議概要 

（調達契約及び役務契約） 

 

開催日・場所 令和 4年 11月 24日（木） ＪＲＡ本部 4階 401会議室 

委    員 

 

石塚 健一郎（弁護士）     加野 理代（弁護士） 

神山 貞雄（公認会計士）    城所 幸弘（大学教授） 

本間 正義（研究所教授） 

  

審議対象期間 令和 4年 7月 1日～令和 4年 9月 30日 

抽 出 案 件 総件数 328件 
（備考） 

 

一般競争及び 

指名競争契約 

（調達契約） 

 100件 

一般競争及び 

指名競争契約 

（役務契約） 

 81件 

随意契約 

（調達契約） 
 88件 

随意契約 

（役務契約） 
 59件 

委員からの 

意見・質問 

それに対する 

回答等 

意見・質問 説明・回答 

 

別紙のとおり 

 

 別紙のとおり 

委員会による 

意見の具申・ 

勧告の内容 

 

 特になし 



【物品又は役務の調達及び物件の賃借契約】

意見・質問 説明・回答

○一般競争及び指名競争入札（調達契約）

【仮想化端末用プリンタの調達】

・保守費用について、入札金額に含まれているのか。 ・保守費用も含めた入札を行っている。

○一般競争及び指名競争入札（役務契約）

【ワークフローシステムの導入】

・総合評価における価格点と評価点の配分は如何に。 ・本件においては、システム構築ノウハウを十分に有す
る業者選定を行う必要があったため、評価点に重きを置
く配分とした。

○随意契約（調達契約）

【キャッシュレス投票端末機及び入出金機（2022年）】

・特になし

○随意契約（役務契約）

【スマート入場導入に係るシステム開発業務】

・今後もこのシステムに機能を付加して利用する場合
は、現行業者との随意契約となるのか。

・そうである。

・５年契約ということだが、世の中に新しいサービス・
技術が出てきた場合、契約内容を変更することは可能な
のか。

・契約期間内に内容変更する場合は、新たな交渉が必要
となる。

令和4年度第3回入札監視委員会　審議概要


